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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年２月５日 ０３時００分ごろ 

発生場所 大分県佐伯
さ い き

市元
もと

ノ間
ま

海峡 

 佐伯市所在の元ノ間灯標から真方位００３°１９０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５７.１′ 東経１３２°０４.２′） 

事故調査の経過  平成２６年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六大黒
だいこく

丸、１２０トン 

 １３１４３７、大黒水産有限会社 

 ３２.６０ｍ（Lr）×６.５０ｍ×３.１５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６６９kＷ、平成２年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成１３年８月２９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２４年７月４日 

  免状有効期間満了日 平成３０年７月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷船尾船底外板に擦過傷、プロペラに欠損及び曲損 

 事故の経過 本船は、まき網船団の運搬船で、船長ほか２人が乗り組み、平成２

６年２月４日２２時００分ごろ、佐伯市松浦漁港を出港し、佐伯市

鶴御
つ る み

埼南東方沖で操業した。 

船長は、翌５日０２時００分ごろ操業を終えて帰途に就き、操舵室

で椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、レーダーを１海里レンジでヘ

ッドアップとし、ＧＰＳプロッターをノースアップで使用し、大分県

元ノ間海峡に向かって約１２.０ノットの対地速力で北進した。 

船長は、鶴御埼北東方沖で、元ノ間海峡に向けて変針し、西進して

いたが、元ノ間海峡付近で北方に流されていると感じたので、針路を

南寄りに向けるように左転していたところ、平成２６年２月５日０３

時００分ごろ、船底に衝撃を感じた。 

本船は、元ノ間海峡を通過して安全な水域まで航行し、乗組員が浸

水の有無を確認したが、浸水がなく、航行に支障がなかったので、松
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浦漁港へ帰り、潜水士が、右舷船尾船底外板及びプロペラの損傷を確

認し、１２日上架した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約５９cm（佐伯） 

 その他の事項 

 

海図Ｗ１２４５（佐伯湾）によれば、元ノ間海峡は、大分県鶴御半

島の梶寄
かじよせ

浦
うら

と大島の間に位置する幅約５００ｍの海峡で、南方に設置

された元ノ間灯標と大島の陸岸との間が約４００ｍの水路となってお

り、その中央北寄りに干出の高さ約０.８ｍの干出浜（岩）を含む浅

所域がある。 

船長の口述によれば、潮は下げ潮に当たり、元ノ間海峡に入る手前

で渦を巻くような潮流で船尾を右方に振られる感じであった。 

船長は、損傷を確認して浅瀬に接触したと思った。 

本船の喫水は、船首尾共に約３.７０ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、元ノ間海峡を松浦漁港に向けて西進中、北方に圧流された

ことから、船長が圧流に気付いて針路を南寄りに向けるように左転し

たものの、元ノ間海峡中央付近の浅瀬に乗り揚げて擦過したものと考

えられる。 

元ノ間海峡付近の潮流の状況については、明らかにすることができ

なかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、元ノ間海峡を松浦漁港に向けて西進中、

北方に圧流されたため、船長が圧流に気付いて針路を南寄りに向ける

ように左転したものの、元ノ間海峡中央付近の浅瀬に乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・狭水道を通過する際は、レーダー及びＧＰＳプロッターで船位を

確認し、浅瀬に接近しないこと。 

 


